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〇久喜市立学校給食センター条例施行規則 

平成２２年３月２３日 

教育委員会規則第２８号 

改正 平成２５年３月２９日教委規則第３号 

平成２６年１２月２４日教委規則第６号 

平成２８年９月２８日教委規則第１０号 

令和３年７月１日教委規則第１３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久喜市立学校給食センター条例（平成２２年久喜市条例

第９５号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（業務） 

第２条 久喜市立学校給食センター（以下「給食センター」という。）は、次

に掲げる業務を行う。 

（１） 給食計画に関すること。 

（２） 献立作成等の栄養管理に関すること。 

（３） 給食用材料の購入、出納及び管理に関すること。 

（４） 給食調理に関すること。 

（５） 給食配送に関すること。 

（６） 学校給食費に関すること。 

（７） 給食センターの施設及び設備の維持管理に関すること。 

（８） 給食センターの衛生管理に関すること。 

（９） 久喜市立学校給食センター運営委員会に関すること。 

（１０） その他の学校給食に必要な業務 

（職員） 

第３条 給食センターの所長は、上司の命を受け、その事務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。 

２ 給食センターの栄養士その他職員は、上司の命を受け、その事務に従事す

る。 

（学校給食の実施日） 

第４条 校長は、小学校においては年間１８８日、中学校においては年間１８

５日をそれぞれ基準として、学校給食の実施日を定めるものとする。 

（学校給食費） 

第５条 学校給食費の月額及び日額は、別表のとおりとする。 

２ 学校給食費は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

場合には、別表に定める日額に当該学校給食を実施した日数を乗じて得た額

とし、日割りで計算することができる。 

（１） 小学校において年間１８８日、中学校において年間１８５日を超え
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る日数の学校給食を実施するとき。 

（２） その他久喜市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と

認めるとき。 

（学校給食費の減免及び還付） 

第６条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、学校給食費の減

額又は免除若しくは還付を請求することができる。 

（１） 給食対象者が転出し、転入し、又は死亡したとき。 

（２） 給食対象者が病気その他の理由で給食を連続して６日以上欠食する

とき。 

（日割計算による学校給食費） 

第７条 前条第１号の規定に係る日割計算による学校給食費の額は、当該給食

日数から給食を実施しなかった日数に別表に定める日額を乗じて得た額とす

る。 

２ 前条第２号の規定に係る日割計算による学校給食費の額は、別表に定める

それぞれの月額から給食を実施しなかった日数に同表に定めるそれぞれの日

額を乗じて得た額を減じて得た額とする。 

（学校給食費の納入） 

第８条 学校給食費は、当該教育機関の長が取りまとめ翌月末日までに納入通

知書により市に納入するものとする。 

２ 前項の学校給食費は、災害その他の事由により教育委員会が必要と認めた

場合は、納入を延期することができる。 

（その他） 

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の菖蒲町立学校給食センター管

理規則（昭和５８年菖蒲町教育委員会規則第１号）又は鷲宮町立学校給食セ

ンター管理規則（昭和４９年鷲宮町教育委員会規則第６号）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（平成２５年３月２９日教委規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２４日教委規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の久喜市立学校給食センター条例施行規則の規定は、この規則の施

行の日以後に実施される学校給食から適用し、同日前に実施される学校給食

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年９月２８日教委規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の久喜市立学校給食センター条例施行規則の規定は、この規則の施

行の日以後に実施される学校給食から適用し、同日前に実施される学校給食

については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年７月１日教委規則第１３号） 

この規則は、令和３年８月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

給食対象者 月額 日額 

小学校の児童及び教職員 ４，１５０円 ２４３円 

中学校の生徒、教職員及び給食センター職員 ４，９６０円 ２９５円 

 


